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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水平長手状に延びる空洞状の風路と、
　空気の吸入口および吐出口を有し、上記吐出口から上記風路に風を送り込むファンと、
　上記風路に沿って配置される部品と、
　を備え、
　上記風路を通る風によって上記部品が冷却されるように構成された電源装置であって、
　上記ファンは、上記風路に隣接し、かつ上記風路との間を仕切る仕切り壁を含む壁に囲
まれた空間において、上記吐出口が上記風路に臨むように上記仕切り壁に取付けて配置さ
れるとともに、
　上記空間は、上記ファンの上下高さよりも十分に大の上下高さを有しており、
　上記壁は、上記吸入口に対向するファン対向壁を含んでおり、
　上記ファン対向壁は、外部の空気を上記空間内に導くための吸気孔部を有しており、か
つ、
　上記吸気孔部は、上記ファン対向壁における上記吸入口の正面領域に対して、上記ファ
ン対向壁の面内方向であって上記風路の延びる方向における一方側に位置ずれした領域と
、他方側に位置ずれした領域とにそれぞれ設けられていることを特徴とする、電源装置。
【請求項２】
　装置内部を保護する筐体カバーを備え、上記ファン対向壁は、上記筐体カバーの一面に
よって形成されている、請求項１に記載の電源装置。
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【請求項３】
　上記風路は、上記筐体カバーの内側において設けられるとともに、
　上記ファンは、上記風路の長手方向中間部に上記吐出口を臨ませて上記空間に配置され
ており、
　上記ファン対向壁は、上記風路に対して平行であるとともに、
　上記吸気孔部は、上記ファン対向壁における水平方向端部寄りの領域に設けられている
、請求項２に記載の電源装置。
【請求項４】
　上記吸気孔部は、上記ファン対向壁における上下方向中間部ないし上部寄りの領域に設
けられている、請求項３に記載の電源装置。
【請求項５】
　上記風路の長手方向両端部は、風の出口になっており、
　上記筐体カバーは、上記各出口に面する正面部および背面部を有しており、その正面部
および背面部には、上記出口からの風を外部に導くための通風孔部が設けられている、請
求項３または４に記載の電源装置。
【請求項６】
　上記風路は、水平方向に対向する一対の垂直壁と、上下方向に対向する上部壁および底
部壁とで囲まれた横断面矩形状を呈しており、
　上記部品は、上記一対の垂直壁のうちの一方に沿って配置されているとともに、
　上記空間は、上記一対の垂直壁のうちの上記仕切り壁としての他方の壁によって上記風
路と仕切られており、
　上記ファンの吐出口は、上記一対の垂直壁のうちの他方の内面から風を吹き出すように
配置されている、請求項３ないし５のいずれかに記載の電源装置。
【請求項７】
　上記部品の少なくとも一部は、上記一対の垂直壁のうちの一方に沿って、その外側に配
置されている、請求項６に記載の電源装置。
【請求項８】
　上記一対の垂直壁のうちの一方に沿って、その外側に配置されている上記部品は、電子
部品であり、上記一対の垂直壁のうちの一方の内側には、ヒートシンクが配置されている
、請求項７に記載の電源装置。
【請求項９】
　上記部品の一部は、上記一対の垂直壁のうちの少なくともいずれか一方に沿って、当該
壁を貫通するようにして配置されている、請求項６に記載の電源装置。
【請求項１０】
　上記部品は、リアクトルまたはトランスであり、それらのコイル部分が上記風路内に位
置している、請求項９に記載の電源装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、たとえば溶接用の電源装置に関し、特に空気冷却のためのファンを備えたも
のに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の溶接用の電源装置には、防塵用の筐体および前面板、これら筐体および前面板の
内側に配置される溶接電源部、この溶接電源部の内部に風を送るファンを備えたものがあ
る（たとえば、特許文献１を参照）。同文献に開示された電源装置では、溶接電源部の内
部に冷却対象となる部品が内蔵されており、ファンは、溶接電源部の前面部に設けられて
いる。溶接電源部は、筐体に収容された後、前面部が前面板によって覆われる。前面板の
ファンに対して正面となる部分には、外部の空気を取り込むための開口部が設けられてい
る。この種の電源装置は、工場などの粉塵が多い雰囲気環境下で使用される。
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【０００３】
　しかしながら、上記従来の電源装置では、ファンの正面に開口部が位置するため、その
開口部付近に漂う粉塵が瞬時にファンに吸引されて取り込まれやすく、ファンからの風と
ともに溶接電源部の内部に粉塵が入り込みやすいという難点があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－２４８１１６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、上記事情のもとで考え出されたものであって、部品が配置された空間への粉
塵の侵入を効果的に抑制することができる電源装置を提供することをその課題としている
。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するため、本発明では、次の技術的手段を講じている。
【０００７】
　本発明により提供される電源装置は、水平長手状に延びる空洞状の風路と、空気の吸入
口および吐出口を有し、上記吐出口から上記風路に風を送り込むファンと、上記風路に沿
って配置される部品と、を備え、上記風路を通る風によって上記部品が冷却されるように
構成された電源装置であって、上記ファンは、上記風路に隣接し、かつ上記風路との間を
仕切る仕切り壁を含む壁に囲まれた空間において、上記吐出口が上記風路に臨むように上
記仕切り壁に取付けて配置されるとともに、上記空間は、上記ファンの上下高さよりも十
分に大の上下高さを有しており、上記壁は、上記吸入口に対向するファン対向壁を含んで
おり、上記ファン対向壁は、外部の空気を上記空間内に導くための吸気孔部を有しており
、かつ、上記吸気孔部は、上記ファン対向壁における上記吸入口の正面領域に対して、上
記ファン対向壁の面内方向であって上記風路の延びる方向における一方側に位置ずれした
領域と、他方側に位置ずれした領域とにそれぞれ設けられていることを特徴としている。
【０００８】
　本発明の好ましい実施の形態においては、装置内部を保護する筐体カバーを備え、上記
ファン対向壁は、上記筐体カバーの一面によって形成されている。
【０００９】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記風路は、上記筐体カバーの内側において
設けられるとともに、上記ファンは、上記風路の長手方向中間部に上記吐出口を臨ませて
上記空間に配置されており、上記ファン対向壁は、上記風路に対して平行であるとともに
、上記吸気孔部は、上記ファン対向壁における水平方向端部寄りの領域に設けられている
。
【００１０】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記吸気孔部は、上記ファン対向壁における
上下方向中間部ないし上部寄りの領域に設けられている。
【００１１】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記風路の長手方向両端部は、風の出口にな
っており、上記筐体カバーは、上記各出口に面する正面部および背面部を有しており、そ
の正面部および背面部には、上記出口からの風を外部に導くための通風孔部が設けられて
いる。
【００１２】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記風路は、水平方向に対向する一対の垂直
壁と、上下方向に対向する上部壁および底部壁とで囲まれた横断面矩形状を呈しており、
上記部品は、上記一対の垂直壁のうちの一方に沿って配置されているとともに、上記空間
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は、上記一対の垂直壁のうちの上記仕切り壁としての他方によって上記風路と仕切られて
おり、上記ファンの吐出口は、上記一対の垂直壁のうちの他方の内面から風を吹き出すよ
うに配置されている。
【００１３】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記部品の少なくとも一部は、上記一対の垂
直壁のうちの一方に沿って、その外側に配置されている。
【００１４】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記一対の垂直壁のうちの一方に沿って、そ
の外側に配置されている上記部品は、電子部品であり、上記一対の垂直壁のうちの一方の
内側には、ヒートシンクが配置されている。
【００１５】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記部品の一部は、上記一対の垂直壁のうち
の少なくともいずれか一方に沿って、当該壁を貫通するようにして配置されている。
【００１６】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記部品は、リアクトルまたはトランスであ
り、それらのコイル部分が上記風路内に位置している。
【００１７】
　上記構成では、ファンが作動すると、ファンの配置空間全体が負圧となり、それに伴い
配置空間内には、吸気孔部を通じて外部の空気が引き込まれる。ファンは、吸気孔部から
配置空間内を流動してきた空気を吸い込み、その空気を風として風路に送り出す。このと
き、配置空間内では、吸気孔部からファンの吸入口へと空気が流れるうちに粉塵が十分取
り除かれる。そのため、ファンは、粉塵の量がより少ない空気を風路に送り出すことがで
きる。したがって、本発明によれば、風路に沿って配置された部品をファンの風によって
空気冷却することができるとともに、その風路への粉塵の侵入を効果的に抑制することが
できる。
【００１８】
　本発明のその他の特徴および利点は、添付図面を参照して以下に行う詳細な説明によっ
て、より明らかとなろう。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明に係る電源装置の一実施形態を示す分解斜視図である。
【図２】図１の電源装置を別角度から示した分解斜視図である。
【図３】図１のIII－III線に沿う断面図である。
【図４】本発明に係る電源装置の他の実施形態を示す側面図である。
【図５】図４のＶ矢視方向の正面図である。
【図６】図４のVI－VI線に沿う断面図である。
【図７】図５のVII－VII線に沿う断面図である。
【図８】図５のIIX－IIX線に沿う断面図である。
【図９】図５のIX－IX線に沿う断面図である。
【図１０】図５のX－X線に沿う断面図である。
【図１１】本発明に係る電源装置の他の実施形態を示す側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、本発明の好ましい実施の形態を、図面を参照して具体的に説明する。
【００２１】
　図１～３は、本発明に係る電源装置の一実施形態を示している。本実施形態の電源装置
Ａは、たとえばアーク溶接に必要な大電流および高電圧を出力させるために用いられる。
電源装置Ａは、一般的に工場などの粉塵が多い雰囲気環境下で使用される。
【００２２】
　電源装置Ａは、ベース部材１、筐体カバー２、電源回路を構成する各種の部品３、ヒー
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トシンク５、第１の仕切板６、２つの第２の仕切板７Ａ，７Ｂ、および冷却用のファン８
を備える。装置内には、ベース部材１の一部、第１の仕切板６の一部、および第２の仕切
板７Ａ，７Ｂによって囲まれた空洞状の風路９が設けられている。この風路９は、電源装
置Ａの前後方向（以下、「Ｆ方向」と称する）に長手状に延びている。また、装置内にお
いて風路９の外側方には、ベース部材１の一部、筐体カバー２の一部、第１の仕切板６の
一部、および第２の仕切板７Ａ，７Ｂによって囲まれた部品３の配置空間Ｂ１とファン８
の配置空間Ｂ２とが設けられている。
【００２３】
　ベース部材１は、Ｆ方向に長い長矩形状の平板部材である。ベース部材１の下面には、
ブラケットを介して複数の車輪１０が軸支されている。ベース部材１は、これらの車輪１
０によって床面上を移動可能である。ベース部材１の上面中央部には、第２の仕切板７Ａ
，７Ｂが所定の間隔を空けて互いに対向するように配置されている。
【００２４】
　筐体カバー２は、たとえば金属製であり、装置内を保護するためのものである。筐体カ
バー２は、ベース部材１に対して着脱可能な箱状を呈し、ベース部材１の両側部に沿って
鉛直面をなす２つの側面部２Ａ，２Ｂと、ベース部材１の前端部および後端部に沿って鉛
直面をなす正面部２Ｃおよび背面部２Ｄを有する。一方の側面部２ＡにおいてＦ方向両端
部寄りの領域には、外部の空気をファン８の配置空間Ｂ２に導くための吸気孔部２０が設
けられている。吸気孔部２０は、比較的小さな多数のスリット孔よりなる。正面部２Ｃお
よび背面部２Ｄにおいて風路９と対応する領域には、その風路９からの風を外部に導くた
めの通風孔部２１が設けられている。通風孔部２１は、風通しを良好とするために比較的
大きな多数の孔よりなる。
【００２５】
　部品３は、作動時に発熱しやすいものであり、たとえば電源回路を構成するスイッチン
グ素子やダイオード、コンデンサといった電子部品、さらにはトランスやリアクトルとい
った電気部品である。これらの部品３は、第２の仕切板７Ａを貫通してヒートシンク５に
直接取り付けられる。これにより、各部品３からの熱は、ヒートシンク５へと速やかに伝
わる。
【００２６】
　ヒートシンク５は、たとえばアルミニウム製の放熱部材であり、第２の仕切板７Ａに固
定される基部５０と、基部５０から延出してＦ方向に延びるとともに上下方向に並ぶ複数
のフィン５１とを有する。第２の仕切板７Ａに対向する基部５０の一部分には、ネジ（図
示略）などを介して部品３が直接取り付けられる。複数のフィン５１は、基部５０から伝
わってきた熱を空気中に効率よく放熱する部分であり、放熱効果を高めるために表面積が
大きくなっている。このヒートシンク５は、第２の仕切板７Ａと同程度の大きさをもち、
風路９の全長に及ぶ程度の長手方向寸法をもつ。本実施形態では、ヒートシンク５も冷却
対象となる。なお、ヒートシンク５の大きさは、第２の仕切板７Ａより小さくてもよい。
【００２７】
　第１の仕切板６は、たとえば金属製であり、装置内の空間を上段と下段の空間に分ける
ものである。第１の仕切板６は、ベース部材１と同程度の大きさの矩形状を呈し、筐体カ
バー２の上下方向中間位置において水平に配置される。第１の仕切板６は、部品３の配置
空間Ｂ１、ファン８の配置空間Ｂ２、および風路９といった下段の空間の上部壁をなす。
なお、特に図示しないが、上段の空間にも部品などが設けられる。
【００２８】
　第２の仕切板７Ａ，７Ｂは、たとえば金属製であり、装置内における下段の空間を、部
品３の配置空間Ｂ１、ファン８の配置空間Ｂ２、風路９といった空間に分けるものである
。第２の仕切板７Ａ，７Ｂは、ベース部材１と同程度のＦ方向寸法を有し、ベース部材１
および第１の仕切板６に対して垂直に配置される。第２の仕切板７Ａ，７Ｂは、部品３の
配置空間Ｂ１、ファン８の配置空間Ｂ２、風路９といった空間の垂直壁をなす。第２の仕
切板７Ａには、ヒートシンク５の基部５０一部を配置空間Ｂ１に露出させ、その部分に部
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品３を取り付け可能とするための角窓７０が設けられている。この角窓７０は、基部５０
によって閉塞される。第２の仕切板７ＢのＦ方向中間部には、風路９に対してファン８を
臨ませる開口７１が設けられている（図３参照）。
【００２９】
　ファン８は、たとえば複数の羽根と電動機とが一体化された軸流式のものであり、その
電動機の軸方向両端側に空気の吸入口８０および吐出口８１を有する。このファン８は、
第２の仕切板７Ｂの開口７１に吐出口８１が一致して配置される。すなわち、ファン８は
、風路９の長手方向中間部に配置され、吐出口８１が風路９の内側に臨むように位置する
。これにより、ファン８の送風方向は、風路９の長手方向に対して水平面内で交差する方
向となる。吸入口８０は、配置空間Ｂ２に位置し、側面部２Ａの内面に対して所定の間隔
をもって対向する。これにより、側面部２Ａは、吸入口８０に対向するファン対向壁とな
る。この側面部２Ａにおける吸入口８０の正面領域には、吸気孔部２０が設けられていな
い。すなわち、側面部２ＡのＦ方向両端部寄りに位置する吸気孔部２０に対して吸入口８
０がある程度離れて位置する。
【００３０】
　風路９は、ファン８からの風によってヒートシンク５を空気冷却し、その風を長手方向
両端部に導くものである。この風路９は、第２の仕切板７Ａ，７Ｂを幅方向に対向する一
対の垂直壁とし、さらに第１の仕切板６の一部およびベース部材１の一部を上下方向に対
向する上部壁および底部壁として囲われており、横断面矩形状に形成されている。風路９
の長手方向両端部は、風が吹き出る出口９０となる。ファン８から風路９内に送り込まれ
た風は、フィン５１に当たって風路９の長手方向両端部へと二手に分かれ、このフィン５
１から多くの熱を奪いながら出口９０から吹き出る。この風は、筐体カバー２の正面部２
Ｃおよび背面部２Ｄに設けた通風孔部２１を通って速やかに外部に吹き出る。
【００３１】
　次に、上記電源装置Ａの作用について説明する。
【００３２】
　電源装置Ａは、動作中、溶接用の大電流および高電圧を出力するのに伴い、複数の部品
３が発熱してその温度が高まる。各部品３の熱は、配置空間Ｂ１の空気中に伝わるほか、
ヒートシンク５に対して直接伝わる。このとき、ヒートシンク５の素材となる金属の方が
空気よりも熱伝導率が大きいため、各部品３で発生した熱は、ヒートシンク５に効率よく
伝わる。
【００３３】
　ヒートシンク５は、複数のフィン５１によって空気に触れる表面積が大きい。そのため
、ヒートシンク５がもつ熱は、複数のフィン５１によって風路９内の空気中に効率よく放
熱される。
【００３４】
　ファン８が作動すると、吸入口８０周辺の空気がファン８に取り込まれ、その空気が風
として風路９の長手方向に対して交差する方向に吐出口８１から風路９内に送り出される
。
【００３５】
　このとき、図３に示すように、配置空間Ｂ２内における吸入口８０付近の空気は、ファ
ン８に吸い込まれ、それに伴い外部の空気が多数のスリットからなる吸気孔部２０を通じ
て配置空間Ｂ２内に吸い込まれる。これは、吸入口８０に対して離れた位置の吸気孔部２
０が空気の流入抵抗となり、吸入口８０付近と吸気孔部２０付近との間に十分な圧力差が
生じ、配置空間Ｂ２内が負圧になるためである。これにより、吸気孔部２０から配置空間
Ｂ２内に吸気された粉塵を含む空気は、吸気孔部２０に対してＦ方向に離れて位置する吸
入口８０へと減速しながら流れ、空気中の粉塵は、その多くが重力落下し、あるいは配置
空間Ｂ２の内壁面に当たるなどして空気と分離されやすくなる。その結果、ファン８は、
配置空間Ｂ２を介して粉塵が効果的に除去された空気を取り込み、その空気を風路９内に
送り出すことができる。
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【００３６】
　ファン８から風路９内に送られた風は、ヒートシンク５に対して直接的に当たり、フィ
ン５１に沿って風路９の長手方向両端部へと流れる。その際、多数のフィン５１に対して
風が効率よく当たるため、各フィン５１の表面から多くの熱が奪われる。また、ファン８
から出た風は、風路９の長手方向両端部へと二手に分かれ、比較的短い距離を流れて両側
の出口９０から外部に排出される。そのため、風路９を流れる風の抵抗が少なくなり、速
やかに出口９０から風が排出される。これにより、ヒートシンク５は、効率よく空気冷却
されるとともに、このヒートシンク５を介して部品３も効率よく冷却される。
【００３７】
　風路９に沿って配置された複数の部品３は、ファン８が風路９の長手方向中間部に位置
するために、そのファン８の周辺に位置した恰好となる。すなわち、風路９の長手方向に
おけるファン８と各部品３との距離は、風路９全体の長さに比べて短くなり、ファン８に
対して比較的近い位置に各部品３が配置される。このようなファン８と部品３との位置関
係によっても、複数の部品３が効率よく冷却される。そのため、部品３の発熱特性に応じ
て各部品３の位置を決める必要はなく、複数の部品３をある程度自由に配置することがで
きる。
【００３８】
　上記風路９内には、電源装置Ａの運用時間が長くなるほど、ファン８の風とともに入り
込んだ粉塵の量が多くなり、ヒートシンク５のフィン５１の隙間などに粉塵が集積した状
態になりがちである。そうした状態のまま電源装置Ａを使用していると、ヒートシンク５
の放熱効果が弱まり、ひいては部品３が十分に冷却されない結果、部品３が熱的に損傷し
てしまうおそれがある。そのため、運用に際しては、図示しないエアブローガンを用いて
風路９内の粉塵を定期的に吹き飛ばすといった除塵作業が行われる。
【００３９】
　エアブローガンを用いた除塵作業では、ベース部材１から筐体カバー２を取り外して風
路９の出口９０を露出させた状態とし、その後、たとえば風路９の一方の出口９０からエ
アブローガンの空気噴出口を内部に向けて圧縮空気が噴射される。圧縮空気は、風路９の
長手方向に沿う噴流となり、たとえばフィン５１の間に積もった粉塵を他方の出口９０に
向けて勢いよく吹き飛ばす。
【００４０】
　また、エアブローガンから噴射された圧縮空気の噴射方向は、風路９の長手方向に沿っ
た方向となり、すなわちファン８の送風方向に対して交差した方向となる。これにより、
エアブローガンからの圧縮空気は、ファン８の羽根に対して風圧を直接作用させにくい噴
流となる。そのため、エアブローガンを用いた除塵作業時、圧縮空気の強い噴流によって
ファン８が高速に逆転させられるといったことはなく、このファン８の羽根や回転軸受を
破損させるおそれはない。
【００４１】
　さらに、上記電源装置Ａによれば、ファン８から風とともに風路９内に入る粉塵が抑え
られるため、除塵作業を行うまでの期間を延長し、動作効率を高めることができる。
【００４２】
　図４～１０は、本発明に係る電源装置の他の実施形態を示している。なお、同図に示す
電源装置Ａ１は、先述の実施形態によるものと同様の風路を上下の各段に有するものであ
る。以下の説明では、先述した実施形態によるものと同一または類似の構成要素について
、同一または類似の符号を付してその説明を省略する。
【００４３】
　電源装置Ａ１は、ベース部材１、筐体カバー２、電源回路を構成する電子部品３０およ
び電気部品３１、ヒートシンク５、第１の仕切板６、第２の仕切板７Ａ，７Ｂ、第３の仕
切板７Ｃ、および第１および第２のファン８，８’を備える。装置内には、第２の仕切板
７Ａの下側部分、第３の仕切板７Ｃ、およびベース部材１の一部によって囲われた第１の
風路９が設けられているとともに、この第１の風路９とは別に、第１の仕切板６の一部、
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第２の仕切板７Ａの上側部分、第２の仕切板７Ｂ、および第３の仕切板７Ｃの一部によっ
て囲われた第２の風路９’が設けられている。装置内において第１および第２の風路９，
９’の外側方には、ベース部材１の一部、筐体カバー２の一側面部２Ａの一部、第１の仕
切板６の一部、第２の仕切板７Ｂ、および第３の仕切板７Ｃの一部によって囲われたファ
ン８，８’の配置空間Ｂ２が設けられている。電子部品３０などの配置空間Ｂ１は、第１
の仕切板６より上方の空間と連続している。
【００４４】
　図６に示すように、ベース部材１の上面中央部には、その上面に対して垂直に第２の仕
切板７Ａが配置されている。この第２の仕切板７Ａの下側部分片面とベース部材１の上面
一部とを囲うように第３の仕切板７Ｃが配置されている。
【００４５】
　図４に示すように、筐体カバー２の側面部２Ａは、第１および第２のファン８，８’に
対する対向壁となる。この側面部２ＡにおいてＦ方向両端部寄りの領域には、吸気孔部２
０が設けられている。吸気孔部２０は、外部の空気をファン８，８’の配置空間Ｂ２に導
くためのものであり、先述した実施形態と同様に比較的小さな多数のスリット孔よりなる
。図５ならびに図９および図１０に示すように、通風孔部２１は、正面部２Ｃおよび背面
部２Ｄにおいて第１および第２の風路９，９’と対応する領域に設けられている。
【００４６】
　図１０に示すように、電子部品３０は、スイッチング素子やダイオード、コンデンサと
いったものであり、先述した実施形態と同様に第２の仕切板７Ａの角窓７０を通じてヒー
トシンク５の基部５０に直接取り付けられている。図６および図８に示すように、電子部
品３０は、第２の仕切板７Ａの上側部分に沿って配置されている。図９に示すように、電
気部品３１は、トランスやリアクトルといったものであり、コイル部分３１Ａと端子部３
１Ｂとを有する。コイル部分３１Ａは、少なくとも先端部が第１の風路９内に位置し、端
子部３１Ｂは、電子部品３０と同じ配置空間Ｂ１内に配置される。すなわち、電気部品３
１は、第２の仕切板７Ａの下側部分を貫通し、配置空間Ｂ１および第１の風路９に対して
臨むように配置される。このような電源装置Ａ１に用いられる電気部品３１は、比較的大
きくて重い。そのため、電気部品３１は、固定時の重量バランスをとるべく、第１の風路
９に臨むコイル部分３１Ａの突出量が調整され、第２の仕切板７Ａを貫通して固定される
。なお、電気部品３１のコイル部分３１Ａは、巻線が露出していてもよく、あるいは巻線
がモールド樹脂によって封止されていてもよい。
【００４７】
　図６および図１０に示すように、ヒートシンク５は、第２の仕切板７Ａに固定される基
部５０と、基部５０から延出してＦ方向に延びるとともに上下方向に並ぶ複数のフィン５
１とを有する。第２の仕切板７Ａに面した基部５０の一面には、ネジ（図示略）などを介
して電子部品３０が直接取り付けられる。このヒートシンク５は、図１０によく示すよう
に、第２の仕切板７Ａの角窓７０より大きく形成され、Ｆ方向において風路９’の全長と
同程度かそれより短くなっている。本実施形態においても、ヒートシンク５が冷却対象と
なる。なお、ヒートシンク５は、第２の仕切板７Ａに沿って複数個がＦ方向に並ぶように
配置されていてもよい。
【００４８】
　図６に示すように、第１の仕切板６は、ファン８，８’の配置空間Ｂ２や第２の風路９
’といった空間と電子部品３０の配置空間Ｂ１とを上下に分けるものである。第１の仕切
板６は、Ｆ方向にベース部材１と同程度の長さを有し、その短手方向一端が第２の仕切板
７Ａの上端に垂直に接合される。これにより、第１の仕切板６は、筐体カバー２の上下方
向中間部に水平に位置する。第１の仕切板６は、ファン８，８’の配置空間Ｂ２および第
２の風路９’の上部壁をなす。
【００４９】
　第２の仕切板７Ａは、第１および第２の風路９，９’と配置空間Ｂ１とを仕切るもので
ある。第２の仕切板７Ａも、ベース部材１と同程度のＦ方向寸法を有し、ベース部材１お
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よび第１の仕切板６に対して垂直に配置される。すなわち、第２の仕切板７Ａは、第１お
よび第２の風路９，９’の垂直壁をなす。この第２の仕切板７Ａの上側部分には、ヒート
シンク５の基部５０一部を配置空間Ｂ１に露出させ、その部分に電子部品３０を取り付け
可能とするための角窓７０が設けられている。この角窓７０は、基部５０によって閉塞さ
れる。第２の仕切板７Ａの下側部分には、電気部品３１が貫通して嵌合可能な開口が設け
られている（符号略）。
【００５０】
　第２の仕切板７Ｂは、第２の風路９’と配置空間Ｂ２とを仕切るものである。第２の仕
切板７Ｂも、ベース部材１と同程度のＦ方向寸法を有する。第２の仕切板７Ｂは、第２の
仕切板７Ａの上側部分に対して対向するように配置され、その上端および下端が第１の仕
切板６および第３の仕切板７Ｃに対して垂直に接合される。すなわち、第２の仕切板７Ｂ
は、第２の風路９’の垂直壁をなす。第２の仕切板７ＢのＦ方向中間部には、第２の風路
９’に対して第２のファン８’を臨ませる開口７１’が設けられている（図１０参照）。
【００５１】
　第３の仕切板７Ｃは、第１の風路９を囲う断面Ｌ字状のものである。第３の仕切板７Ｃ
も、ベース部材１と同程度のＦ方向寸法を有する。第３の仕切板７Ｃの水平部分の先端は
、第２の仕切板７Ａの中央部に垂直に接合される一方、鉛直部分の基端は、ベース部材１
に垂直に接合される。これにより、第３の仕切板７Ｃの水平部分は、第１の風路９の上部
壁および第２の風路９’の底部壁をなし、その鉛直部分は、第２の仕切板７Ａの下側部分
に対向した第１の風路９の垂直壁をなす。第３の仕切板７Ｃの鉛直部分におけるＦ方向中
間部には、第１の風路９に対して第１のファン８を臨ませる開口７１が設けられている（
図９参照）。
【００５２】
　図６に示すように、第１のファン８は、空気の吸入口８０および吐出口８１を有する。
第１のファン８は、第３の仕切板７Ｃの開口７１に吐出口８１が一致して配置される。す
なわち、第１のファン８は、第１の風路９の長手方向中間部に配置され、吐出口８１が風
路９の内側に臨むように位置する。これにより、第１のファン８の送風方向は、第１の風
路９の長手方向に対して水平面内で交差する方向となる。吸入口８０は、配置空間Ｂ２に
位置し、側面部２Ａの内面に対して所定の間隔をもって対向する。この側面部２Ａにおけ
る吸入口８０の正面領域には、吸気孔部２０が設けられていない。すなわち、側面部２Ａ
のＦ方向両端部寄りに位置する吸気孔部２０に対して吸入口８０がある程度離れて位置す
る。
【００５３】
　図６に示すように、第２のファン８’は、空気の吸入口８０’および吐出口８１’を有
する。第２のファン８’は、第２の仕切板７Ｂの開口７１’に吐出口８１’が一致して配
置される。すなわち、第２のファン８’は、第２の風路９’の長手方向中間部に配置され
、吐出口８１’が風路９’の内側に臨むように位置する。これにより、第２のファン８’
の送風方向は、第２の風路９’の長手方向に対して水平面内で交差する方向となる。吸入
口８０’は、配置空間Ｂ２に位置し、側面部２Ａの内面に対して所定の間隔をもって対向
する。この側面部２Ａにおける吸入口８０’の正面領域にも、吸気孔部２０が設けられて
いない。すなわち、側面部２ＡのＦ方向両端部寄りに位置する吸気孔部２０に対して吸入
口８０’がある程度離れて位置する。
【００５４】
　図９に示すように、第１の風路９は、第１のファン８からの風によって電気部品３１を
直接冷却し、その風を長手方向両端部に導くものである。第１の風路９は、第２の仕切板
７Ａの下側部分および第３の仕切板７Ｃの鉛直部分を幅方向に対向する一対の垂直壁とし
、さらに第３の仕切板７Ｃの水平部分およびベース部材１の一部を上下方向に対向する上
部壁および底部壁として囲われており、横断面矩形状に形成されている。風路９の長手方
向両端部は、風が吹き出る出口９０となる。第１のファン８から第１の風路９内に送り込
まれた風は、電気部品３１のコイル部分３１Ａに直接当たって第１の風路９の長手方向両
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端部へと二手に分かれ、このコイル部分３１Ａから多くの熱を奪いながら出口９０から吹
き出る。この風は、筐体カバー２の正面部２Ｃおよび背面部２Ｄに設けた通風孔部２１を
通って速やかに外部に吹き出る。
【００５５】
　図１０に示すように、第２の風路９’は、第２のファン８’からの風によってヒートシ
ンク５を冷却し、その風を長手方向両端部に導くものである。第２の風路９’は、第２の
仕切板７Ａの上側部分および第２の仕切板７Ｂを幅方向に対向する一対の垂直壁とし、さ
らに第１の仕切板６の一部および第３の仕切板７Ｃの水平部分を上下方向に対向する上部
壁および底部壁として囲われており、横断面矩形状に形成されている。第２の風路９’の
長手方向両端部は、風が吹き出る出口９０’となる。第２のファン８’から第２の風路９
’内に送り込まれた風は、ヒートシンク５に直接当たって第２の風路９’の長手方向両端
部へと二手に分かれ、このヒートシンク５から多くの熱を奪いながら出口９０’から吹き
出る。この風は、筐体カバー２の正面部２Ｃおよび背面部２Ｄに設けた通風孔部２１を通
って速やかに外部に吹き出る。
【００５６】
　次に、上記電源装置Ａ１の作用について説明する。
【００５７】
　電源装置Ａ１では、動作中、電子部品３０および電気部品３１が発熱してその温度が高
まる。電子部品３０の熱は、配置空間Ｂ１の空気中に伝わるほか、ヒートシンク５に対し
て直接伝わる。ヒートシンク５に伝えられた熱は、複数のフィン５１によって第２の風路
９’の空気中に効率よく放熱される。一方、電気部品３１は、コイル部分３１Ａが最も発
熱しやすく、このコイル部分３１Ａの熱が第１の風路９’の空気中に伝わる。
【００５８】
　第１および第２のファン８，８’が作動すると、吸入口８０，８０’周辺の空気が第１
および第２のファン８，８’に取り込まれ、その空気が風として第１および第２の風路９
，９’の長手方向に対して交差する方向に吐出口８１，８１’から風路９，９’内に送り
出される。それに伴い配置空間Ｂ２には、吸気孔部２０から外部の空気が流入する。
【００５９】
　このとき、先述した実施形態と同様に、配置空間Ｂ２内における吸入口８０，８０’付
近の空気は、第１および第２のファン８，８’に吸い込まれ、それに伴い外部の空気が多
数のスリットからなる吸気孔部２０を通じて配置空間Ｂ２内に吸い込まれる。これは、吸
入口８０，８０’に対して離れた位置の吸気孔部２０が空気の流入抵抗となり、吸入口８
０，８０’付近と吸気孔部２０付近との間に十分な圧力差が生じ、配置空間Ｂ２内が負圧
になるためである。これにより、吸気孔部２０から配置空間Ｂ２内に吸気された粉塵を含
む空気は、吸気孔部２０に対してＦ方向に離れて位置する吸入口８０，８０’へと減速し
ながら流れ、空気中の粉塵は、その多くが重力落下し、あるいは配置空間Ｂ２の内壁面に
当たるなどして空気と分離されやすくなる。その結果、第１および第２のファン８，８’
は、配置空間Ｂ２を介して粉塵が効果的に除去された空気を取り込み、その空気を第１お
よび第２の風路９，９’内に送り出すことができる。
【００６０】
　第１のファン８から第１の風路９内に送られた風は、二手に分かれてこの風路９の長手
方向両端部へと流れながら電気部品３１に当たる。その際、電気部品３１のコイル部分３
１Ａに対して風が直接当たるため、このコイル部分３１Ａから効率的に熱が奪われる。ま
た、第１のファン８から出た風は、第１の風路９の長手方向両端部へと二手に分かれ、比
較的短い距離を流れて両側の出口９０から外部に排出される。そのため、第１の風路９を
流れる風の抵抗が少なくなり、速やかに出口９０から風が排出される。これにより、電気
部品３１は、効率よく空気冷却される。
【００６１】
　第２のファン８’から第２の風路９’内に送られた風は、ヒートシンク５に対して直接
当たり、フィン５１に沿ってこの風路９’の長手方向両端部へと流れる。その際、多数の
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フィン５１に対して風が効率よく当たるため、各フィン５１の表面から多くの熱が奪われ
る。また、第２のファン８’から出た風は、第２の風路９’の長手方向両端部へと二手に
分かれ、比較的短い距離を流れて両側の出口９０’から外部に排出される。そのため、第
２の風路９’を流れる風の抵抗が少なくなり、速やかに出口９０’から風が排出される。
これにより、ヒートシンク５は、効率よく空気冷却されるとともに、このヒートシンク５
を介して電子部品３０が効率よく冷却される。
【００６２】
　上記第１および第２の風路９，９’は、上段と下段とに分けられているため、上段に位
置する電子部品３０および下段に位置する電気部品３１は、互いに熱の影響を受けずに第
１および第２のファン８，８’の風によって冷却される。これにより、電子部品３０およ
び電気部品３１についても、効率よく空気冷却することができる。
【００６３】
　また、たとえば上段のヒートシンク５よりも下段の電気部品３１の方が発熱によって温
度が高くなりやすい場合、下段の第１のファン８として、送風力が比較的強いものとし、
あるいは大型のものを採用することができる。すなわち、第１および第２のファン８，８
’は、冷却能力が異なるものとすることができる。さらに、たとえば電子部品３０および
電気部品３１の動作が時間的に異なる場合、それに応じて第１および第２のファン８，８
’を作動させるタイミングをそれぞれ異なるようにすることもできる。
【００６４】
　本実施形態の電源装置Ａ１においても、第１の風路９の長手方向における第１のファン
８と電気部品３１との距離や、第２の風路９’の長手方向における第２のファン８’と電
子部品３０との距離は、これら風路９，９’全体の長さより短く、電子部品３０および電
気部品３１は、各ファン８，８’に対して比較的近い位置に配置される。そのため、電子
部品３０や電気部品３１は、第１および第２の風路９，９’に沿うＦ方向においてある程
度自由に配置することができる。
【００６５】
　本実施形態の電源装置Ａ１も、エアブローガンを用いた除塵作業が行われる。その際、
たとえば第１の風路９の一方の出口９０からエアブローガンの空気噴出口を内部に向けて
圧縮空気が噴射される。圧縮空気は、第１の風路９の長手方向に沿う噴流となり、電気部
品３１のコイル部分３１Ａに付着した粉塵を他方の出口９０に向けて勢いよく吹き飛ばす
。エアブローガンから噴射された圧縮空気の噴射方向は、第１の風路９の長手方向に沿っ
た方向となり、すなわち第１のファン８の送風方向に対して交差した方向となる。これに
より、エアブローガンを用いた除塵作業時、圧縮空気の強い噴流によって第１のファン８
が高速に逆転させられるといったことはなく、このファン８の羽根や回転軸受を破損させ
るおそれはない。同様に、第２の風路９’についても、エアブローガンを用いて除塵作業
を行うことができ、その際に第２のファン８’の羽根や回転軸受を破損させるおそれはな
い。
【００６６】
　このような電源装置Ａ１によっても、第１および第２のファン８，８’から風とともに
第１および第２の風路９，９’内に入る粉塵が抑えられるため、除塵作業を行うまでの期
間を延長し、動作効率を高めることができる。
【００６７】
　図１１は、本発明に係る電源装置の他の実施形態を示している。なお、同図に示す電源
装置Ａ２は、図４～１０に示した電源装置Ａ２と吸気孔部２０の位置が異なるものである
。
【００６８】
　図１１に示す電源装置Ａ２では、筐体カバー２の側面部２Ａにおける吸気孔部２０は、
その側面部２ＡのＦ方向両端部寄りの領域でかつ上下方向中間部付近に設けられている。
この電源装置Ａ２をたとえば工場内の床面上に配置した場合、その床面付近には、粉塵が
集まりやすいためにより多くの粉塵を含む空気が存在する。しかして吸気孔部２０は、そ
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のような床面よりある程度上方に離れた位置に配置される。そのため、配置空間Ｂ２には
、吸気孔部２０を通じて空気とともに吸い込まれる粉塵の量が抑えられ、ひいては第１お
よび第２の風路９，９’に対する第１および第２のファン８，８’からの粉塵の侵入がよ
り効果的に抑制される。このような粉塵の侵入を抑制する効果は、吸気孔部２０を上下方
向上部寄りに位置させるほどより高めることができる。
【００６９】
　なお、本発明は、上記の実施形態に限定されるものではない。
【００７０】
　上記の各実施形態で示した構成は、あくまでも一例にすぎず、各請求項に記載した事項
の範囲内での各部の変更は、すべて本発明の範囲に含まれる。
【００７１】
　たとえば、風路の底部壁や上部壁、あるいはファンが配置された側の垂直壁に沿って冷
却対象となる部品を配置してもよい。
【００７２】
　風路には、電子部品を直接臨ませるように配置してもよい。
【００７３】
　ファンは、たとえば風路の長手方向一端部に配置され、その長手方向一端部から他端部
へと風を送るように構成された軸流式のものでもよい。この場合、たとえばファンの吸入
口側にファン対向壁を含むカバー部材を別途設け、このカバー部材でファンを囲うように
してファンの配置空間を形成することができる。このようなカバー部材のファン対向壁に
は、吸入口の正面となる領域に対してその面内方向に位置ずれした領域に吸気孔部を設け
ればよい。このような構成によっても、風路に対する粉塵の侵入を効果的に抑制すること
ができる。
【符号の説明】
【００７４】
　Ａ，Ａ１，Ａ２　電源装置
　１　　　　　　　ベース部材
　２　　　　　　　筐体カバー
　２Ａ，２Ｂ　　　側面部
　２Ｃ　　　　　　正面部
　２Ｄ　　　　　　背面部
　２０　　　　　　吸気孔部
　２１　　　　　　通風孔部
　３　　　　　　　部品
　３０　　　　　　電子部品
　３１　　　　　　電気部品
　３１Ａ　　　　　コイル部分
　３１Ｂ　　　　　端子部
　５　　　　　　　ヒートシンク
　５０　　　　　　基部
　５１　　　　　　フィン
　６　　　　　　　第１の仕切板
　７Ａ，７Ｂ　　　第２の仕切板
　７Ｃ　　　　　　第３の仕切板
　８　　　　　　　ファン（第１のファン）
　８’　　　　　　第２のファン
　８０，８０’　　吸入口
　８１，８１’　　吐出口
　９　　　　　　　風路（第１の風路）
　９’　　　　　　第２の風路
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　９０，９０’　　（風路の）出口

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】
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